
1 

令和７年度第２回倉吉市総合教育会議　会議録 

 

１　日 　 時　　令和７年１２月２４日（水）　午後３時 

 

２　場 　 所　　倉吉市役所　大会議室 

 

３　出席者　　広田市長 

３　出席者　　中田教育長 

３　出席者　　田民委員　  梅田委員 

３　出席者　　德丸委員 

会　　議　　の　　経　　過 

 

（進行：教育委員会事務局長） 

１　開　　会　　　午後３時 

 

２　市長あいさつ 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。本日は今年度第２回目の倉吉市の総合教育会議ということで、今日はクリスマスイ

ブでもありますし、非常に年末に押し迫っての開催でございますが、皆さんご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。この総合教育会議というのが市長と教育委員会が、同じ教育行政経営の方向性をしっ

かり一致させて進んでいくんだということで設けられたものであります。本日は今年開館いたしました県立

美術館の教育関係で大いに活用ができる方策、もうすでに実践しておられて、先日私は佳子親王殿下が

来られた時に、手話で説明をされている姿を見られて、障がいのある方にはこういうことでも、いろいろご意

見を聞いたりすることができるんだなというのはちょうど見せていただきました。また今日は、いろいろな実

践、もう今年から始められた内容の成果なりも聞かせていただくことで、私どもの市の行政にも取り入れて

いく、またいろいろな場面で広報していく、そういったことにつながるかなと思っているところであります。 

もう一点は教育大綱ということで、来年度から５年間ですか、教育の方針というのをきっちり定めて、ちょ

うど私ども市長部局の方も第１２次総合計画の後期計画を令和８年度から５年間にわたって進めていくと

いうことで、そちらの方にも当然教育関係というのも、計画の中に盛り込んでおります。教育大綱と総合計

画とは、しっかり同じ方向性を向いて同時に進んでいくということで、その辺りにも今日は確認をしながら、

来年度以降の新しい計画のもとで教育行政等を進めていけるということにつながるかなと思っております。 

皆さん方からいろいろと忌憚のないご意見をいただきながら、またそういった計画にそういった意見も生

かしていけるようなことにつながればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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３　教育長あいさつ 

 

４　協議事項 

(１)県立美術館がもたらす教育効果や今後のさらなる連携による可能性について 

 皆様こんにちは。そして今日は県立美術館の佐藤真菜専門員さんにおいでいただきまして、「県立美術

館がもたらす教育的効果の今後のさらなる連携による可能性」ということで、お話をしていただこうという

ふうに思っております。アート・ラーニング・ラボというのが、県立美術館にありまして、何年か前になります

が、私が県教育委員会にいた頃、開設に向けてさまざまな協議をしたことを思い出しているところでござい

ます。倉吉に美術館があるということは、倉吉にとって、倉吉の教育にとっても大きな意味のあることだと思

いますので、前半部分はそういうところをしっかりと皆さんで考えることができたらというふうに思います。 

後半については市長からもありましたが、大綱についてということです。教育と市長部局がしっかり連携

しながら、倉吉の行政を進めていっていただくという意味合いも込めまして、これについても資料をもとに協

議をしていくことができたらというふうに思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 事務局長 それでは協議事項の「県立美術館がもたらす教育的効果や今後のさらなる連携による可

能性」についてということで、こちらは教育委員会からの提案事項ということになります。今年３

月に県立美術館がオープンいたしました。アートを通じた学びについての調査研究、事業実践

を推進されておられます。学校だけでなく、子供、大人、障がいの有無、美術ファンであるか否

かを問わず、幅広く社会の様々な人がアートに親しんで創造性を育み、交流できる環境づくり

に取り組んでおられます。 

本日は、鳥取県立美術館学芸課教育普及担当の佐藤真菜専門員においでいただいており

ます。まずは、アート・ラーニング・ラボの挑戦、実践の現場からと題しまして、県立美術館の取

組状況などについてお話をいただきたいと思います。その後に、教育委員会次長兼学校教育

課長より、本市の学校における取組状況、倉吉博物館長より、博物館での取組状況について

ご説明をし、皆様に協議をいただきたいと思っております。では佐藤さん、よろしくお願いいたし

ます。

 （資料により佐藤専門員説明）

 事務局長 ありがとうございました。では続いて、本市の取り組みについて説明をいたします。

 （資料により学校教育課長説明）

 （倉吉博物館長説明）

 事務局長 それではそれぞれ教育委員の皆様からご意見をいただきたいと思っております。まずは梅田

委員の方から、今回の議題の提案をいただいた張本人ということもあるのですが。短大や看

護大学の方も、いろいろな取組をされていると思うのですが、そこら辺も含めてちょっとお話し

いただければと思います。

 委員 ご指名ありがとうございます。言い出しっぺだったか記憶があまりないんですけど、まさに開

館の年にこの総合教育会議でこういうことが取り上げられるというのは、倉吉ならではだなと

いうふうに思います。聞きながら実はもう目がうるうるしていて、感動しているところなのです

が、美術館ができるまでにはいろいろなことをやろうという計画があって、それを確実に１個１

個、実現を重ねていらっしゃるというところに本当に敬意を表したいと思います。計画するより実

践が何より難しいというのはその通りですけど、逆に子供たちとか、見に来られる方々に教えて

もらうことも多いんだろうなという点では、考えてた以上にどんどん充実しているんじゃないか
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 なと想像しています。 

聞きながら市の教育委員として、これをどう受け止めるかというところもちょっと考えながら

聞いていたんですけど、子供たちを入れて対話鑑賞のファシリテーターというのが活躍してい

るという話がありました。誰でもすぐなれるわけではなくて、やっぱり若干の訓練が要るというこ

とで、美術館のプログラムを作って年間通われている大人の方がいらっしゃいます。ただ大勢、

どんどんどんどんいらっしゃるかというと、まだちょっと一握りに近いような感じかと思いますし、

遠いところは本当に鳥取・米子・県外からもいらっしゃると聞いていますが、倉吉からもっともっ

とあってもいいのかなという気はいたします。子供たちの成長のチャンスでもあり、かつ大人が

成長するチャンス、ファシリテーターというのは、絵の鑑賞の資格ではなくて、人と人を結びつけ

る、人と美術を結びつけるひとつの技術を身につけた方ということですので、これは社会教育

施設である美術館、これは公民館も一緒かなと思います。ぜひそういう観点も幅広く、市教育

委員会各課も受け止めてもらえればいいのかなと思います。 

それと絵を見て子供たちがという話の中で、自己肯定感とか、それから人の意見に耳を貸す

というか、そういうことが効果として挙げられていました。教育委員になって毎回定例会議で

は、いじめのこととか、不登校のこととか、学校で起きていることに非常に私も言葉をなくしてし

まうんですけど、そういうことが子供たちには実際起きています。この美術館がひとつのきっか

けになって、そういう子供たちが、何か肯定感を持つようになったりとか、そういうふうなことに

つながっていくと、この美術館がこの倉吉にできたということもすごくいいことになるんじゃない

かなと思います。 

それと子供たちの鑑賞に耳を傾ける。市長も絵を見て感想を述べていらっしゃったんですけ

ど、子供たちの感想というのは、思いもよらない感想が聞こえたりします。一緒に鑑賞している

と子供たちの発見にびっくりするわけなんですけど、子供たちや若者に耳を傾けるというのは

多分、美術だけじゃなくて市政・行政の中でも今テーマになっている話かなと思います。美術の

トレーニングを通じて、そういった通常の社会の中で若者に耳を傾けたり、いろいろな人に耳を

傾けるという姿勢が、倉吉にもっともっと広がっていくといいなと思いました。 

最後に、触図と佐藤さんがおっしゃった、目が見えない方がどんな絵を今見ているのかを、

多分触ってわかるような仕掛けをされたんだと思います。これってすごいことだなと思いました。

あと倉吉博物館の方からは、認知症の方の鑑賞という話も出ました。美術館というのは、実は

目の見える方が行くところなんていう話があったりするんですけど、目の見えない方、耳の聞こ

えない方、いろいろなハンディキャップのある方も、美術を当然鑑賞していただきたいわけなの

で、美術館自身も今トライしてるところであります。倉吉は人権の条例を持ったり、いろいろ先

進的に取り組む地であるので、市と地元と美術館も一緒になって、この際ステップアップに向

けて成長していければなと感じたところです。 

総じて言いますと、この倉吉に県立美術館ができたことによって、いろいろ今までにない変

化が起きているのをすごくウキウキしながら見守っているところです。ぜひ、県庁所在地にはで

きなかったんですけど、倉吉は県美所在地として魅力を増すように、教育委員としても力を発

揮していきたいなと思います。以上です。

 事務局長 ありがとうございました。 

短大さんの方が令和２年からですかね。何か取り組みをされているということですが、その

後、看護大を含めて広がりがありますでしょうか。
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 委員 ファシリテーターの養成については鳥取短期大学の方で授業として取り組んでいます。看護

大学もあるわけですけど、看護大学の学生にとっては、患者さんの様子をよく見ると、観察しな

いと、とにかく今困っていらっしゃることわからないという、よく見るということについては、とても

この対話鑑賞というか、美術が今、注目を浴びています。米子の鳥大医学部さんの先生方も

取り組んだりとかですね。実際、医学とのつながりというのは大事ですので、看護大学の学生

も取り組んだりしております。欲を言えばあとは幼児教育の学科でも取り組みたいな、取り組ん

でくれればいいなと思ってるところなんですが、とにかく、大学生、学生の学びにも最適だなと

思っています。倉吉の学生さんにはすごく地元の学生さんにはチャンスが、これまたあるなと思

っています。以上です。

 事務局長 ありがとうございました。 

　佐藤さん今、医学という言葉も出てきたんですが、何かこう新しい取組とかがあったら、ちょっ

と触れてもらえたら。

 佐 藤 専 門

員

ありがとうございます。今一番最近入ってきた情報ですと、ドクターの集団が研修をするため

に、県美に来られるということが決まっていまして、年明けだったと思うんですけれども。鳥大医

学部の先生方がおいでになられて、県美を会場に研修をするという計画が今あります。 

それから対話鑑賞は先ほどお話いただいたように、いろいろなところで行われていて、医学

博士が言っているんですけども、医学の場でもブルーオーシャンなんじゃないかというな文章も

ありまして、やっぱり他では学べない、例えば言うに言われない言葉を拾っていくとかという力

が、見て感じ取る中には含まれていく。だから患者さんは全部自分のことを全部言葉で言える

わけではないので、その言うに言われない相手の表情だとか、或いは雰囲気だとかから総合

して物事を考えていくというような、なかなかこうＡＩが担えないような能力をこの先、高めていく

ような力が、アートの場にはあるのかなということは思っております。 

こういう使い方もあるのかと思ったのが、春だったんですけれども、盲ろう者の支援センター

の研修で、県美を使いたいというお申し込みがありました。その時には特設で部屋を準備をし

て、触れる彫刻と工芸を収蔵庫から下ろしまして、そこを研修会場にして触っていただきなが

ら、なので盲ろう者の当事者は３名、支援センターの東中西の方々が１０何名おいでになられ

て、美術館をどんなふうに使っていくのか、どうしたら当事者が楽しく鑑賞できるのかというよう

なことをされました。触視はされましたし、見えにくい方はタブレットで拡大して見るというような

ことで、あくまでもその支援センターの人のブラッシュアップのための場だということで、こうい

う使い方もあるんだなということを新鮮に受け止めた次第です。

 事務局長 ありがとうございます。 

もう一点。先ほど委員の方から、いじめとか不登校という話も出たのですが、今年の２月でし

たかね、シンポジウムに私も参加させてもらった時に、全国から取り組まれている学校の事例

発表の中で、エビデンスとしてそのいじめ不登校が減っているんだという話があったんですけ

ど、もう少しご紹介いただけますでしょうか。

 佐 藤 専 門

員

先ほどお話したように視察に行った時に、中学校３年生の子が全く知らないものの前で、本

当に自由に安心して友達の言葉を聞き、自分が言葉を発するという場を見ました。やっぱり教

室が居場所になるというのは、発言して大丈夫だということを感じる場がないとだめだと思うん

です。受け止めてもらえる。言って大丈夫だということを感じるために、アートって正解がないの

で、正解がないものを前にしてみんなちょっとよくわからない中で、ああだこうだ喋っていくとい
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 う場が、だんだんにその教室を温めていくというか、人間関係をやわらかく温かくしていく。あと

自分と人は違うんだなということを、実感を持って知っていくことになると思うんですね。 

ミュージアムスタートバスの最後の振り返りの時にも、小学４年生が手を挙げて、いろいろな

人の意見が聞けて自分と違うんだなと思いながら、とても楽しかったですということを発表しま

す。なので、そういう場ができていくということで不登校が減りやすくなるということと、もうひと

つ障がいのある子とか、不登校の傾向の子がたまたまその場に行ってすごく喋るということが

起きます。これは結構まれなことではなくて、結構起きていて、この子ってこんなに喋るんですね

と先生がびっくりして帰られるような、そんなアートの鑑賞の場もありますので、やはり正解がな

い場所というのが、なかなかこの世の中にはないけれども、アートを通じてそれがつくれるとい

うことがあるかなと思います。 

そして今年１月１１日のシンポジウムには、先ほどの鴨川中学校の国語科の先生が実践発

表されますし、それからパネリストとして校長先生に登壇いただくということで、やっぱり倉吉が

一番進んでいるなというところで、頼りにしながら県内のいろいろなところに広まっていけばい

いなと思っているところです。

 事務局長 ありがとうございました。 

この美術館の関係なんですけども、ある民間会社の調査結果で、美術館に行くようになった

きっかけとして、子供の頃親に連れて行ってもらった経験、それから学校の校外学習で連れて

行ってもらった経験、これを挙げる人が全体の約２割あったという調査結果が出ています。やっ

ぱり幼少期に美術館に行くという経験が、成人後の行動パターンにも影響を与えているという

ことを示しているのかなと思いますけども。 

どうでしょう。保護者の視点で委員さん。保護者の中で、美術館のことが話題になったり、或

いは子供さんの方から話題が出たり、何かそういったことがあれば、紹介してもらえばと思いま

す。

 委員 私は小学校３年生の子供と中２の子供がいるんですが、学校でよくお便りやチラシをいただ

いて、「これ行きたい。あれ行きたい。」といろいろ美術館の想像を膨らませながら、まだ本人た

ちは行けていない状況です。これから行くところなので、すごく楽しみにしています。 

先ほどの話を聞いて、対話鑑賞というのはすごく素晴らしいことだなと思います。家族と行く

のとは違って、友達や学校のクラスみんなで行って、友達の話や思いを聞き、自分の思いも伝

えるということが、またお互いを認め合うことにつながって、心の豊かさだったり、温かさが育つ

ことにつながるんだろうなと想像しました。先ほどのいじめや不登校の減少にもつながるという

ことだったので、絶対そうだなというふうに感じています。 

朝鑑賞をされている鴨川中学校と久米中学校がありますけれども、ぜひ市内の他の学校で

も、朝鑑賞ができると、例えば友達の違う一面を考えることにつながったりとか、朝鑑賞の後の

授業に入る時に、なんとなく頭がやわらかくなって発言しやすくなったりとか、そういうことにつ

ながるんじゃないかなというふうに思います。 

せっかく倉吉市にある施設なので、どんどん利用していきたいなというふうに思います。あり

がとうございます。

 事務局長 何かこういう支援があればもっと行きやすくなるのにとか。こういうふうに情報をもらったら、

もっとありがたいなみたいな。もしそんなことがあれば。

 委員 そうですね。よくインスタグラムを拝見させていただいておりまして、もうリアルタイムで情報が
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 上がっているので、今はそれを見られる方が多いかなというふうに思います。アクセスもしやす

いですし、駐車場も問題ないと思うので、特に支援というのも今のところは大丈夫かなと思い

ます。また、新しい企画も楽しみにしております。

 事務局長 ありがとうございます。ぜひ美術館に行っていただければと思います。 

それから文部科学省がですね、これまでのステム教育と言って、サイエンスのＳと、テクノロジ

ーのＴ。それからエンジニアリングの E。マセマティクスのＭ。ステム（ＳＴＥＭ）と言っていたんで

すけど、ここにアートのＡが加わってスティーム（ＳＴＥＡＭ）教育という言い方をして、横断的に

学ぶことが大事だという教育を推奨しているようになっております。田民委員も学校で学ぶこと

が自分の生活だとか、世の中のお金の流れとつながっていかないと自分の学びにならないと、

常々言われておりますけども、委員さん、いかがでしょうか。

 委員 中部の教育委員会の集まりの中でファシリテーター、いわゆる学芸員の方に案内をしてもら

って、美術館をぐるっと回った時に、そういった対話型の学習とか、そういったことも教えていた

だいて非常にびっくりしました。参考になりました。「こことここに花が隠れているんです。」とか、

いろいろなことも教えてもらったりしながら、本当にいい鑑賞をさせていただきました。 

以前学校や教室が荒れていた時に、朝読書というのが多分、全国に広がったんじゃないか

なというふうに思っていますけども、これからは朝鑑賞と、今お話を聞く中でも、静かに見て、そ

して考えて、人の話を聞いて、自分の考えを述べる。朝読書を最近、学校でたまたま見た時に

は、何か形骸化してるような感じがしました。教室からちょっと出たりとか、静かに本を読むとい

う感じではないように感じまして、それだったら朝読書も、自分の好きな本をみんなに紹介する

時間を持ったりですね、そういった時間も朝鑑賞と同じように、聞いて、話して考えるというふう

につながっていけばいいのかなと。 

ですから、いつも思っているのは、学校の教科は知識、いわゆる認知能力を高めながら、そ

れを普段の生活に生かしていく。そういった意味では、美術鑑賞とか、音楽とか体育館とか、ス

テージ、そういったその自分の個性というか自分の考えを発揮でき、見てもらい、話を聞いて、

自分も感想を述べるという、そういったことがこれからの子供たちの学習に非常に大切なこと

なのかなというふうに感じたところです。 

母が９０なんぼですけども、施設にデイサービスに行くと、塗り絵をするんですよ。塗るだけな

んですけども、見ると人によって色が全部違うんですよね。こういったことが、それぞれ自分の思

っていることの発揮なのかなと。それをこれは色がおかしいでと、どうしても知識で言っちゃうん

ですけども、そういったことにならないようにしないといけないなというふうに、いいお話を聞か

せていただきました。ありがとうございました。

 事務局長 ありがとうございました。 

大人の方もぜひ美術館に行っていただきたいと思うんですが、委員の回りで何かこういうグ

ループが美術館に行った例とか、こういう使い方されていたみたいな話があれば、お聞かせい

ただければ。

 委員 話すことはありません。

 事務局長 またシルバーも近いところにありますので、ぜひ機会を見つけて行っていただければと思い

ます。 

　　ではこの会のまとめとして、教育長にまとめていただければと思いますけども。都道府県立

では最も遅い、最後にできた美術館と言われていますが、別の言い方をすると、一番最新の都
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 道府県立の美術館だということもあると思います。教育長の方から最後にお願いします。

 教育長 佐藤専門員様、今日はありがとうございました。本当にいろいろな話を聞きながら、倉吉に

県立美術館ができているんだなということを、ちょっとしみじみと感じました。やっぱり市民の生

活の中にこの美術だとか、そういうものがですね、もっと広がっていくことを期待したいなという

ことを、すごく思っています。学校教育の話が中心には出たんですけど、お話の中だと障がいの

ある方だとか、それから本当に年齢を問わず、どんなふうにしてこの美術を人々の生活の中に

溶け込ましてみようかといったチャレンジをすごく感じたので、教育でもそうですけど、市民生活

の中に美術館がある町として、倉吉が発展していったらいいなということをまずは思いました。 

朝鑑賞の話もたくさん出てきて、校長先生が美術の先生だったので、鴨川中で、そして今は

久米中ということで広めていっていただいているんですけど。子供たちの様子とかを見させて

いただいたり話を聞かせていただいたりすると、短い時間なんだけど、一人一人が自分の思い

をしっかりと話せるような、貴重な時間になっているんだろうなっていうことは思います。少しず

つ広めていきたいなということは思うんですけど、学校も忙しいところでございますので、少し

ずつ浸透はさせていきたいな思います。 

最後はやはりすごく倉吉として期待をしているのが、倉博と県美のコラボですね。それをすご

く期待をしています。倉博の良さと県美の良さがそれぞれあって、２つが倉吉にあるということ

は、力が２倍３倍になっていく部分もあるんじゃないかなと思っていますので、その辺りを県美と

一緒になって取り組んでいくような部分というのも、しっかりこれから取組を進めていきたいな

と思っているところでございます。 

可能性をたくさん感じさせていただいて、倉吉の教育、その中に本当に効果が出てくる部分

がいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、引き続きご相談させていただいたり、連携しな

がら進めて、取組を進めていくことができたらなというふうに思います。本日はどうもありがとう

ございました。

 佐 藤 専 門

員

　ありがとうございました。

 事務局長 ありがとうございました。 

この美術館がもたらす教育効果ですね、これをさらに上げていく必要があるかなと思います

し、せっかく倉吉にありますので、教育長からもありました通り、今後しっかり連携を図っていく

必要があるかなと、活用の幅も可能性も広げていければと思っております。そして何より一人一

人が主体的に美術館と関われるというか、美術館を使うということができてくると、本当の意味

での市民生活の中に溶け込む美術館というものがあると思いますし、当然そこには倉吉博物

館がこれまで築いてきたものもございますし、そういった一体的なまちになればいいのかなと思

いました。そういった環境の醸成を教育委員会がこれからしっかり作っていければと思っており

ます。 

ありがとうございました。では一旦ここで佐藤さんが退席されます。ありがとうございました。

 佐 藤 専 門

員

　ありがとうございました。

 教育長 　ありがとうございました。
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 （２）「倉吉市教育に関する施策の大綱」の策定について

 事務局長 では続きまして、教育大綱の策定についての協議に移りたいと思います。こちらは市長から

の提案事項ということになります。教育大綱は法律に基づきまして、市長が定めるものとされて

おります。策定にあたっては、総合教育会議において協議するよう法律に規定をされておりま

す。教育大綱策定の方向性に関しましては、今年 5 月に開催をいたしました第 1 回の総合教

育会議において、ご確認をいただいたところでございます。その内容は、国の教育振興基本計

画の基本方針を参酌するとともに、現在策定中の「第12次総合計画　後期基本計画」と整合

性を図る。そして昨年 12 月に開催した総合教育会議において、倉吉市の教育の未来像、これ

を市長と教育委員からいろいろ発言をしていただきましたが、この意見を反映させるというも

のでございます。

 （策定案について資料により事務局長説明）

 事務局長 以上が教育大綱の案でございますが、これにつきまして各委員の皆様からお一人ずつご意

見を伺いたいと思っております。

 委員 特に個人的にないです。要はこの大綱をどうやってその施策に結びつけるかということが、

肝心なところだと思っています。というのは大綱があって、各市長部局とのそれぞれの所管とい

かに連携しながら、先ほどの教育委員会でも話があった通り、いわゆる乳幼児から高齢者ま

でのところの一貫した教育の充実というか、そういったものが図られていくような施策を具体的

にどう打っていくかということで、大綱としては特に私はこれでいいのかなというふうに思ってお

ります。

 事務局長 ありがとうございます。 

　当然この取組方針の方に掲げております個別の内容については、さらに先に具体的な事務

事業の方がぶら下がっております。総合計画を令和８年度から運用をしていくにあたっては、ぶ

ら下がっている事務事業の方の評価ですね、成果なりの評価をしていくようなことになろうかと

思っております。当然その内容については、教育委員会が定めます教育振興基本計画とも内

容がリンクをしておりますので、そちらとも連動しておりますし、教育振興基本計画の方にはき

ちんとこの施策は市長部局のどこと連携をするのかということも明記をしておりますので、しっ

かりと市長部局ともスクラムを組んで取り組んでいこうというものでございます。ありがとうござ

います。 

では続けて、ご意見をお願いできますでしょうか。

 委員 私もいいかなと思うんですけれども、ひとつちょっと気になるところがあります。基本理念の≪

未来へ！≫というところで、下線が引いてあるグローバルにという文言があるんですけれども、こ

のグローバルにという言葉について、基本方針で何かが関わるところってどこなのかなと考え

たら、どこにつながるのかちょっとわからなくて。方針に対しては各事業があると思うんですけ

れど、このグローバルという言葉は、どこに生きていくのかなというふうにちょっと疑問に思って

います。

 事務局長 ありがとうございます。子供たちが学校なりで学ぶこともですし、社会教育の関係で学ぶこ

ともそうですし、そういった中で、やはり自分と国内を越えて、世界とつながることというのはい

ろいろな場面であろうかと思いますし、当然国際交流の場面もあったり、或いはもう市内にも外

国籍の児童生徒が在籍をしたり、当たり前に一緒に学んだりという環境もございます。将来的

に志を持って世界に羽ばたこうという児童生徒が出てくる、ということを見越してのこのグロー
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 バルという言葉になりますので、具体的に個別にどこに当たるかというところは、ストレートでは

ない部分ではあるんですが、将来的な志なりということで、ご理解いただければと思っておりま

す。いかがでしょうか。

 委員 大きくとらえて、広い意味でということですね。わかりました。ありがとうございます。

 事務局長 それでは委員は、いかがでしょうか。

 委員 私も結論的には、よく盛り込まれているんじゃないかなと思います。さっき佐藤さんの話にも

あったんですけど、ちょうどこの教育大綱の基本方針の学校教育の充実のところにめざす姿と

して、これは総合計画から取られたんだと思うんですけど、「主体的に仲間と協力して学び、解

のない問いに挑み、自ら考える力を伸ばしている」というところは、まさに先ほどの佐藤さんの

話、美術館で育まれるところが元々書かれていたというところでもあるので、そこをしっかり基

本に置いて、取組方針を立てられたという整理、大変よろしいんじゃないかなと思います。 

それと社会教育の推進のところにも、「伝統と文化・芸術を尊重し、継承できる人材の育成」

というところで、博物館さんなり図書館さんなりの活動も位置付けられて、特に前田寛治大賞

とかですね、いろいろ今まで続けてこられた倉吉での取組、町で行われてる取組、公募事業と

かですね、そういったものもちゃんと書かれて、それについて主として関わってきますよというこ

とが、ここに明記されているので、とてもよろしいんじゃないかなと思います。これを市長部局と

共有して、いろいろな部局と一緒にこの方向に進んでいくという大綱の意味、大事なことかな

と思います。以上です。

 事務局長 ありがとうございました。 

３名の委員さんにお伺いしたいのですが、今回市民憲章の方で、この教育大綱の方に位置

付けてはどうかということで、提案をさせていただいたんですけども、いかがでしょうか。市民憲

章の中身は、市の総合計画の理念にも合致したものでございますし、教育振興基本計画にも

合致したものでございますし、もう少し言うとこれが市民運動のもとに制定をされた、議会の議

決を経て制定されたというものでございますけども。こちらをこの教育大綱の方に掲載をして

いく、市長が定めるというところでですね、こういった市民憲章も市民の思いも大事にというと

ころで、今回掲載してはどうかというふうに事務局では考えたところではございますが、いかが

でしょうか。何かご意見等をいただけたらと思いますが。

 委員 よろしいと思います。一番最後のページがいいのか。標題部にもってくるのがいいのか。そこ

は要するに市民憲章は、はたちのつどいでも話していますし、極端に言えば、市歌ですよね。し

かも、認知度が低かったというお話もあったりする中で、大々的にアピールしてもいいのかなと

思います。

 委員 私も委員の意見に賛成です。初めのところの、市長さんの挨拶を少し削ってでも、初めの方

に置いてもいいのかなと思いました。

 事務局長 委員は、いかがでしょうか。

 委員 私もいいと思います。広く知っていただくために、ここでなくても他のところにも載せていただ

ければなというふうに思います。

 事務局長 ありがとうございます。教育大綱ですので、ちょっとはばかられた部分もあるんですけども、ま

さにこれは先ほど言いましたとおり、市民運動というか市民の側からの提案で定められたもの

ということもございます。実は参考にさせていただいたのは、全国いくつかの自治体の教育大

綱があるのですが、お隣岡山の倉敷市の伊藤市長がこの市民憲章を大事にされていて、実は
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 教育大綱の全面にこれを出しておられました。倉吉の場合はちょっと控え目に後ろに置いたの

ですが、今、前の方に出したらどうかというご意見もいただきました。市長は、いかがでしょう

か。

 市長 いいですよ。前に出していただいて。今まであまりそんなにいろいろな目に触れるところに、

市民憲章って、先ほど市歌のお話も出ましたけど、知っておられる方もほとんどないんじゃない

かなという気がしますね。こういうまちをみんなで目指しているんだとか、そういうことに改めて

気付いていただくのがいいのかなという具合に思います。ぜひ前の方でいいですよ。

 事務局長 ありがとうございます。教育長の方から、何か教育大綱についてご意見があれば。

 教育長 教育委員の皆様、教育大綱についてのご意見ありがとうございました。 

このたびの作成のスタンスについては、事務局長の方から話があって、やっぱり一番大きな

１２次総合後期計画から、教育はどうなのというそういうスタンスで、今回はしっかりと作らせて

いただきました。ということは裏返せば、教育委員会と市長部局が本当にしっかりと連携しなが

ら、倉吉の教育、倉吉の未来の育成等々をやっていくんだということの、逆に言うと、そういった

意味にもなるのかなというふうにも思います。 

今こども計画のこともこの大綱の中に盛り込まれているわけですから、先ほどの教育委員会

の中でも話はしたんですけど、次の振興基本計画の中でも、一番難しいなと思いながら、でも

しっかりと盛り込みたいなというふうに思っているのが、家庭教育についてという部分です。こ

れは健康福祉部ともしっかり連携しながら、親になったことがわかった時から義務教育段階が

終了するまでの親育ちのための取組というのを、検討していく必要があるかなという話はして

いるところです。子育てをする上で、どの親御さんにも親として成長していく、それぞれ節目の

段階で知っておいて欲しい内容やポイントなどを具体的に届けたいなというふうに思います。こ

れは教育委員会は、義務教育が始まった段階からが、守備範囲ですので、そこはもう本当に福

祉部局と連携するしかないなというふうに思っているところです。そういったことも含めて、しっ

かりとこの教育大綱に則って、教育振興基本計画をしっかりと作成、確定をさせて、この５年

間、倉吉の教育を進めていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いしたいと思いま

す。

 事務局長 ありがとうございました。では最後に市長の方に、まとめの方をしていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

 市長 この内容で、なんとか教育大綱を向こう５年間の方針として定めようと考えているところで

す。前段のご挨拶の中では申し上げたんですけど、総合計画とタイアップをさせているというと

ころで、これまで総合計画の成果というか、目標と毎年毎年いろいろな事業を組んで、この事

業が目標なりこの成果にいい具合につながっているかということが、それらを職員一人一人が

自分事として、自分の業務の中でここの内容を、自分の課は目指して取り組んでいる。そのた

めの事業としてこの事業を取り組み、それに対してこれだけの予算を要求しているんだと。実際

にそれらが成就した先には、その目標であるこういった成果が出て、こういう状態になっている

というのをある程度、明確にしていこうというのを今回の総合計画の希望というか、そういった

ことにちょっとこの度は考えているところですから、この教育大綱の目指す姿というのが、総合

計画ともリンクしてきますので、まためざす姿が、実際ＫＰＩみたいな何か数値的だとか、いろい

ろなその状態を示す指標みたいなものをきちっとその具体化して、それらがいい具合に上昇し

ているとか、その上昇していないのなら、上昇していない部分で、何が原因で何が足りないの
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 だということを、ちょっとまた考えながら、その足りない部分を次年度の予算だったり補正予算

だったり、そういったことで考えていく。そういった取組に、この後期の総合計画の進捗管理の

中では取組んでいこうと思っております。そういった内容としましては、この教育大綱の内容が

総合計画とリンクしているということになれば、今のめざす姿がこういったことに近付いていって

いるとか、ここの点については少し進捗が遅れているよねというのを明確化しながら、今後は

取組めるかなと思っております。またそういった見方を、職員一人一人にもしていける、今のそ

の事業なり、自分が取組んでいることが、自分事として、ただ単に予算がついているから何か

やっておきましたよということではなくて、そこの何のためにしているんだということを常に考え

ながらやっていけるような、仕立てにしておりますので、そういった面では、こういう総合教育会

議の場で、それをめざす姿にどんなふうに近付いていっているとか、その成果が見えるとか、そ

ういったこともしっかり、また私共も報告をさせていただきながら、教育現場での成果みたいな

こともお聞きしながら、そのめざす姿に近付いていっているんだなとか、ここが足りないとかとい

うところを明確にしながら、取組んでいけたらという具合に思います。今まであまり意識をして

そういったことがなされてなかったかもしれないですけど、この教育大綱がそこのところときっち

りタイアップしてきた総合計画をしっかりそういった面では振り返りしながら、事業を展開させて

いこうと思っています。教育委員の皆様方には、そういった報告もさせていただきますので、いろ

いろなご意見もいただいて、よりめざす姿に早く近付けるように、またその上を行くようなことに

なるようにご協力いただいたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 事務局長 ありがとうございました。 

最終的にはこの教育大綱を市長の方が定めるということになりますので、また決裁といいま

すか、決定し次第に公表の方はしていきたいというふうに思っております。他のまちの自治体も

例をいろいろ見ますと、この教育大綱はパブリックコメントまではとっておりませんので、基本的

にはこれをベースに仕上げていければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

 市長 総合計画自体がパブコメはやっていますか。

 事務局長 終了したところです。

 市長 終了したところか。そういった中でまた意見があれば、市民のみなさんの意見は反映したり

することは可能です。

 事務局長 ありがとうございました。 

では本日の協議事項以上２点で終了でございますが、その他として何か皆様の方からござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。

 （一同　意見なし）

 事務局長 では、以上で令和７年度第２回総合教育会議を終わりたいと思います。 

本日はありがとうございました。


